
別 表 （ 第 ４ 条 、 第 ９ 条 関 係 ）  

客

観

点

数  

法 第 ２ ７ 条 の ２ ３ の 規 定 、「 建 設 業 法 第 ２ ７ 条 の ２ ３ 第 ３ 項 の 経 営

事 項 審 査 の 項 目 及 び 基 準 を 定 め る 件 」（ 平 成 ２ ０ 年 国 土 交 通 省 告 示 第

８ ５ 号 ） 及 び 「 経 営 事 項 審 査 の 事 務 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 ２ ０ 年 １

月 ３ １ 日 国 総 建 第 ２ ６ ９ 号 ）に よ り 算 定 さ れ た 客 観 的 事 項 の 数 値 と す

る 。  

発

注

者

点

数  

１  工 事 成 績  

入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 日 （ 以 下 「 申 請 日 」 と い う 。） の 属 す る 年

度 の 直 前 ４ 年 度 に お け る 当 該 業 者 の 施 工 し た 種 類 別 の 工 事 の う ち 、

請 負 金 額 が ５ ０ ０ 万 円 以 上 の も の に つ い て 、宇 部 市 水 道 局 工 事 検 査

担 当 課 が 宇 部 市 水 道 局 工 事 検 査 要 綱（ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ）に よ

り 実 施 し た 完 成 検 査 の 平 均 成 績 評 定 点（ 小 数 点 以 下 第 １ 位 を 四 捨 五

入 し た も の ）を 採 用 し 、次 の 表 に 示 す と お り 、平 均 成 績 評 定 点 を ５

５ 点 か ら ８ ０ 点 （ ５ ４ 点 以 下 は ５ ５ 点 、 ８ １ 点 以 上 は ８ ０ 点 と す

る 。） ま で に 区 分 し 、 そ れ ぞ れ の 平 均 成 績 評 定 点 に 対 応 す る 工 事 成

績 評 点 を 付 与 す る 。  

な お 、請 負 金 額 が ５ ０ ０ 万 円 未 満 の 工 事 は 、３ そ の 他 の 項 目 (４ )

水 道 事 業 に 寄 与 す る 取 組 の 状 況 の 中 で 完 成 工 事 件 数 と し て 評 価 す

る こ と と し 、工 事 成 績 評 点 を 付 与 し な い 。ま た 、局 工 事 の 実 績 が な

い 当 該 業 者 に つ い て は 、平 均 成 績 評 定 点 を ５ ５ 点 と し 、工 事 成 績 評

点 を 付 与 す る 。  

平 均 成 績 評 定 点  5 5  5 6  5 7  5 8  5 9  6 0  6 1  6 2  6 3  6 4  6 5  6 6  6 7  6 8  6 9  

工 事 成 績 評 点  0  2  4  6  8  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  

 

平 均 成 績 評 定 点  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  

工 事 成 績 評 点  2 1  2 3  2 5  2 7  2 9  3 2  3 5  3 8  4 1  4 4  5 0  

 

２  指 名 停 止 の 状 況  

申 請 日 の 属 す る 年 度 の 直 前 ２ 年 度 に お い て 宇 部 市 水 道 局 建 設 工

事 等 の 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 等 措 置 要 領 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制

定 ）に よ り 指 名 停 止 を 受 け た 業 者 に つ い て は 、１ 件 に つ き 次 の 表 に

示 す 指 名 停 止 期 間 に 対 応 す る 指 名 停 止 状 況 評 点 を 付 与 す る 。  

指名停止期間  ２月未満  ２月以上４月未満  ４月以上６月未満  ６月以上  

指名停止状況評点  - 2  - 3  - 4  - 5  

 

３  そ の 他 の 項 目  

(１ )建 設 業 従 事 職 員 数  

申 請 日 に お け る 建 設 業 従 事 職 員 数 に 対 し 、次 の 表 に 示 す 評 点 を 付



与 す る 。  

人 数  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  

評 点  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  2 2  2 4  2 6  

 

人 数  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6 ～ 3 0  3 1 ～  

評 点  2 8  3 0  3 2  3 4  3 6  3 8  4 0  4 5  5 0  

 

(２ )技 術 職 員 の 数  

 申 請 日 の 直 近 の 経 営 事 項 審 査 の 審 査 基 準 日 に お け る「 建 設 業 法 第

２ ７ 条 の ２ ３ 第 ３ 項 の 経 営 事 項 審 査 の 項 目 及 び 基 準 を 定 め る 件 」中

の 第 一 の 三 の １ の ( 1 )  及 び ( 2 )に 規 定 す る 技 術 職 員 （ 同 法 第 １ ５ 条

第 ２ 号 イ に 該 当 す る 者 ）の 人 数 に 対 し 、１ 人 当 た り ２ 点 を 付 与 す る 。

た だ し 、 ９ ０ 点 を 上 限 と す る 。  

 

(３ )配 水 管 工 事 に 関 す る 技 術 者 の 数  

① 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン パ イ プ シ ス テ ム 協 会 の 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ

レ ン 管 ・ 継 手 施 工 技 術 講 習 会 の 受 講 登 録 者 数 (資 格 要 件 )  

 人 数 × 5 点 ( 5 0 点 を 上 限 ）  

② 公 益 社 団 法 人 日 本 水 道 協 会 の 配 水 管 工 技 能 講 習 会 Ⅰ の 受 講 登 録

者 数 (資 格 要 件 )  

人 数 × 5 点 ( 5 0 点 を 上 限 ）  

③ 公 益 社 団 法 人 日 本 水 道 協 会 の 配 水 管 工 技 能 講 習 会 大 口 径 の 受 講

登 録 者 数 (資 格 要 件 )  

 人 数 × 5 点 ( 5 0 点 を 上 限 ）  

 

(４ )給 水 装 置 工 事 に 関 す る 技 術 者 の 数  

 給 水 装 置 工 事 配 管 技 能 検 定 合 格 者 又 は 旧 宇 部 市 水 道 局 技 能 工 の

技 術 者 数 の 人 数 に 対 し 、１ 人 当 た り 3 点 を 付 与 す る 。た だ し 、両 方

の 資 格 を 有 す る 技 術 者 に 付 与 す る 点 は ３ 点 と し 、３ ０ 点 を 上 限 と す

る 。  

 

(５ )水 道 事 業 に 寄 与 す る 取 組 の 状 況  

次 の 表 の 各 項 目 に 該 当 す る 事 業 者 に 対 し 、同 表 に 示 す 評 点 を 付 与

す る 。  

項 目  付 与 の 基 準  評 点  

災 害 時 に お け る 水 道

施 設 の 応 急 復 旧 支 援

に 関 す る 協 定 締 結 の

申 請 日 に お い

て 、 協 定 締 結 の

申 出 書 を 提 出 し

１ ０  



状 況  て い る 事 業 者  

完 成 工 事 件 数  申 請 日 の 属 す る

年 度 及 び そ の 前

年 度 の 完 成 工 事

件 数  

件 数 ×３  

（ 随 意 契 約 は 除 く 。）  

水 道 料 金 納 入 の 状 況  申 請 日 の 属 す る

年 度 及 び そ の 前

年 度 の 間 で 宇 部

市 水 道 条 例 第 ３

５ 条 第 １ 号 （ 給

水 の 停 止 ） の 規

定 に 該 当 し た こ

と が あ る 事 業 者  

１ 回 の 給 水 停 水 ×（ － １

０ ）  

備 考  

１ の 工 事 成 績 は 次 に よ る 。  

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 施 工 の 場 合 、市 内 業 者 の み の と き は 全 員 同

一 評 定 点 と し 、市 内 業 者 及 び 市 内 業 者 以 外 の 者 の と き は 工 事 成 績 を 付

与 し な い 。  

 


